
別記２ 開発にあたり慎重な検討を要する区域 

規制項目 対象となる区域 

Ⅰ開発を

避けるべ

きエリア 

①自然環境保全地区（県自然環境保全地域、緑地環境保全地域）及び指定が

計画されている地域 

②保安林・保安施設地区 

③予防治山工事実施場所 

④災害危険区域 吉田川浸水想定区域 

急傾斜地崩壊危険箇所 

土石流危険渓流指定箇所 

山腹崩壊危険地区 

崩壊土砂流出危険地区 

土砂災害警戒区域等指定箇所 

ゆれやすさマップにおける震度６強以上の地区 

⑤農用地区域 

⑥鳥獣保護区特別保護区 

⑦文化財指定区域 

Ⅱ開発区

域の設定

にあたり

慎重な検

討を要す

るエリア 

①開発を避けるべきエリアに隣接する区域 

②農地 

③優良農地に準ずる区域及び隣接する区域 

④水源地等 

⑤町の重要な拠点施設・観光施設に隣接する区域 

⑥良好な景観形成拠点及び当該拠点に隣接する区域 

⑦優良住宅地に隣接する区域 

⑧公共施設・町有地に隣接する区域 

⑨県道、町道、生活道に隣接する、若しくは直接面する区域 

⑩事業所及び工場等に隣接する区域 

⑪現に土砂採取が行われている区域に隣接する区域 

⑫現に太陽光発電が行われている区域に隣接する区域 

⑬住宅密集地区 

⑭地方再生法に基づく地方活力向上地域 

⑮工業団地等整備見込地 

⑯市街地形成見込地 


